
エコアクション２１運営員会への報告と今後の対応

１．平成28年6月22日、環境省が行う「エコアクション２１運営員会（以下：運営員

会と称す）」へ、ガイドライン改定に関する以下の事項を報告した。

・ 平成27年度の当初計画からの変更点（特になし）

・ 平成27年度エコアクション２１ガイドライン改訂の基本的あり⽅について

・ 2017年度内の公表を踏まえ、今年度の活動計画

２．報告後審議を行い、以下の点で同意又は指摘がなされた。

・ 「平成27年度エコアクション２１ガイドライン改訂の基本的あり⽅につい

て」大筋で賛成する。但し、審査人の名称変更については、社会的な受

け止め方も勘案しつつ、引き続き検討していただきたい

・ パブコメ対応及び改定ガイドライン案最終確定について、運営委員会で

の報告及び審議は、適宜適切な時期に開催していただきたい
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